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本日の研修内容

１．北区大規模水害避難行動支援計画を策定（令和4年12月）

２．堀船地区コミュニティタイムラインを作成（令和5年2月）

３．大規模水害時の広域避難先に関する動き

４．防災気象情報に関すること

（１） 区独自の要支援者への早期避難の呼びかけ

（２） 石神井川洪水予報河川に指定（令和5年2月）

５．マイ・タイムライン作成シートの改訂

→ 主に北区避難支援TLに合わせて修正

６．令和５年６月２日～３日の大雨時の対応 2



北区大規模水害避難行動支援計画
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避難行動要支援者の支援に関する計画

（主に避難行動要支援者名簿登録者対象）



以前は「災害時要援護者」と呼ばれていましたが、災害

対策基本法の一部改正（平成25年6月）により、高齢者、障害

者、乳幼児その他の特に配慮が必要な方を「（災害時）要

配慮者」とされ、そのうち自ら避難することが困難なため、

特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義され

ました。

【要配慮者の対象】

要介護高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、難病患者、アレルギー等
の慢性疾患を有する者、外国人等が該当すると考えられます。

[用語解説] 要配慮者・避難行動要支援者とは？
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【R3災害対策基本法の主な改正内容】

個別避難計画を市町村に作成の努力義務化

出典：内閣府「災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要」 5
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大規模水害避難行動支援計画

説明：防災・危機管理課職員



コミュニティ・タイムライン（CTL）
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共助として、町会・自治会の地域が「いつ」「なにを」「だれが」する
かの防災行動を決めた計画のこと

■ コミュニティ・タイムライン

雨が降り洪水の危険がジワジワと迫ってくる中で…

慌てることがないように「いのちを守るため」の
防災行動を決めておく事前防災行動計画

■ マイ・タイムライン

自助として、私（家族）が「いつ」「なにを」「だれが」するかの防災
行動を決めた計画のこと

避難を促す
（自助の後押し）

避難の手助け
（避難支援）



■ 第１回ワークショップ（令和４年８月）

 講義「堀船地区のコミュニティタイムライン作成に向けて」

 ワークショップ「堀船地区が推奨する避難先を考える」

 ワークショップ「要支援者の避難支援として地域で何ができるかを考える」

■ 第２回ワークショップ（令和４年１０月）

 ワークショップ「堀船地区のコミュニティタイムライン作成に向けて」

■ 第３回ワークショップ（令和４年１２月）

 ワークショップ「堀船地区コミュニティタイムラインについて」

 各町会・自治会での水害対策の取組紹介

■ 堀船地区に全戸配布（令和５年３月）
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堀船地区CTL作成ワークショップ

郵送で意見聴取実施

郵送で意見聴取実施
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堀船地区CTLの主なポイント

役員の高齢化により、高台の避難場所までの避難支援は難しい
という意見が多かった。そこで、「逃げ遅れゼロを目指し、地域の
つながりで早期避難を呼びかける」ことを、基本方針としました。

荒川の氾濫に備え、いつ・どこに避難するか？家族ごとに検討し
て、マイ・タイムラインの作成を促すため、マイ・タイムライン作成
シートを盛り込みました。

住民が安易に屋内安全確保（垂直避難）を選択しないよう、また、
区が開設する避難場所以外にも選択肢を広げるように、狩野川
台風経験者の経験談を載せて高台へ避難することの重要性を
訴え、避難先を検討するときの検討順位も載せました。

特に、高台水害対応避難場所の検討では、早めに避難すること
で徒歩だけでなく都電やバスを利用して避難することもできるこ
と、また、特定の避難場所に避難者が集中しないように、移動手
段別に地区が推奨する避難場所を検討して載せました。
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大規模水害時の広域避難先施設
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広域避難が必要とされる規模の水害が想定され、広域避難自治体から要請があった場合
に使用することとし、期間は使用開始から3日程度を限度として協議の上決定します。

但し、その時の施設の使用状況等に応じて、必ずしもすべての施設が開設されるわけでは
ないことに留意してください。つまり、広域避難先は、事前に決めていた避難先に避難でき
ないときの避難先としての活用などが考えられます。

出典：内閣府「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」（令和3年5月）

行政界を越えた避難を「広域避難」という。
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区独自の要支援者への早期避難の呼びかけ

名簿に登載された避難行動要支援者を対象に「早期避難」の呼びかけ

出典：北区大規模避難行動支援計画概要版（令和4年12月）

（例）区から支援者に連絡→支援者から要支援者に連絡

※北区メールマガジン等ではお知らせしません。
情報伝達



石神井川洪水予報河川に指定
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現時点では、北区メールマガジンでは「石神井川洪水予報」は発表されません。

（北区メールマガジンでは、北区独自に設定した氾濫注意水位及び氾濫危険水位到達時に情報が配信されます。）

運用開始：令和５年２月１６日（木）１３時～

出典：東京都「石神井川の洪水予報河川指定について」



15石神井川氾濫危険情報 石神井川氾濫注意情報解除

基準観測所
水位予測

基準観測所
実況

石神井川の４つの基準水位観測所で、１地点でも氾濫危険水位に到達する恐れがあ
るときに流域全体に洪水予報が発表されます。
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氾濫危険情報発表

▲

（水位予測）氾濫発生水位到達

▲

石神井川 溝田橋水位観測所

北区メールマガジン配信基準

 氾濫危険水位（ 水位 7.0m A.P. 4.0m ）
 氾濫注意水位（ 水位 6.0m A.P. 3.0m ）

東京都は、石神井川を洪水予報河川に指定したとき、
基準水位観測所の氾濫危険水位の基準水位を変更
（水位7.7m A.P.４.7m）しました。

※安全側に立って、今年度中はこれまで通りの基準で配信されます。
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西東京市 → 練馬区 → 板橋区 → 北区 → 隅田川へ流れる

上中流部で大雨になったら水位上昇に要警戒！
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北区避難支援タイムラインに基づき、荒川氾濫までの時間の目安
を合わせました。

北区が発令する避難情報に、避難行動要支援者を対象に区独自
の避難の呼びかけ「要支援者避難開始」を追加しました。

わかりやすく、見やすいようにデザインや文言の修正をしました。

マイ・タイムライン作成シートの改訂

□主な改訂内容
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令和５年６月２日～３日大雨

関東甲信地方に、線状降水帯発生予測情報発表
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北区に発表された防災気象情報と避難情報の発令状況

出典：市民防災研究所作成資料



23令和5年6月2日 17:16受信

中小河川の氾濫や土砂災害の危険性は、
“急激に高まる” ことがあります。

「事前避難」 ではなく 「切迫避難」

屋内安全確保
（浸水しない部屋に移動）

緊急安全確保
崖から離れた部屋に移動

石神井川氾濫 土砂災害（がけ崩れ）

※ 荒川の氾濫は、水位が徐々に上昇するの
で急激に危険が高まることはありません。
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状況に応じて水害対応避難場所を開設します。
（急激に中小河川の氾濫と土砂災害の危険が高まる）
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洪水ハザードマップ（荒川氾濫） 洪水ハザードマップ（石神井川氾濫）

（高台）水害対応避難場所の名称変更

西が丘小が令和５年４月に新校舎に移転したことに伴い、名称が「旧清水小学校」に変更

※住所に変更はありません。

※移転した「西が丘小学校」については、現時点で避難場所等の指定はありません。



６月３日（土） ０：５０ 区内に「危険」（紫）が出現

１：２０ 北区に土砂災害警戒情報発表

27土砂キキクル（土砂災害危険度分布）



６月３日（土） ０：５０ 区内に「危険」（紫）が出現

１：２０ 北区に土砂災害警戒情報発表

28土砂キキクル（土砂災害危険度分布）



６月３日（土） ２：２０ 区内の「危険」（紫）が「警戒」（赤）へ

６：４５ 土砂災害警戒情報解除

29土砂キキクル（土砂災害危険度分布）


